
①身体介護費 ③通院等乗降介助費　※別添あり

20分未満

介護負担金 法定代理受領分 20分以上30分未満 移送費（30分まで）

１割負担 30分以上1時間未満

1時間以上30分増すごと

②生活援助費 ⑤初期加算

20分以上45分未満
※初回に実施した指定訪問介護を
　  　　同行訪問した場合に加算

45分以上

⑥緊急訪問介護加算

 ※1回の要請に対して加算

⑦2人の訪問介護が訪問した場合

 ※利用者の希望で身体介助のみ

その他の事項 　　訪問介護の提供を行う場合において、上記に定める以外の対応が必要になった場合は

　　利用者又はその家族と協議の上、別途定めるものとする。

R６．8．１　改定

163円
※6:00～8:00、18:00～22:00間は基本料金に25％加算

利用料金一覧表

訪問介護あんのん（居宅サービス）

項　目　　　　　　　単　価　　・　基　準　額　　　　　内　容

97円

244円 1000円

387円
※30分以上で１０００円増

※厚労省告示による
一定上の所得者は

２割負担の場合
右記の２倍

３割負担の場合
右記の３倍

567円＋82円

200円

179円

220円

100円

※①②6:00～8:00、18:00～22:00間の

22:00～6:00間のサービスについいては 基本料金に

基本料金に50％加算 200％加算

サービスについては基本料金に25％加算


